
西尾市行政改革 第２次実行計画 （第３号） 

平成１１年１０月１８日決定 
 

 
 
№ 事業名（担当課） 今後の方針（要旨） 実施時期 

１ 市役所職員駐車場 
    （総務課） 

１ 駐車場利用料を適正な額に引き上
げる。 

２ 職員駐車場の利用制限の導入を検
討する。 

平成１３年度 

２ 表彰式、合同竣工式の 
開催 
   （人事秘書課） 

１ 表彰式は、文化体育賞と併せて 
１２月１５日の市制記念日に行う。
会場は市役所大会議室等。 

２ 合同竣工式は廃止する。 

平成１２年度 

３ 市長交際費から職員慶
弔費の支出 

（人事秘書課） 

１ 職員本人の場合を除き、市長交際
費から香典等の支出は止める。 

２ 互助会での対応を要望する。 
平成１２年度 

４ 千人委員会運営事業 
（情報課） 

１ 千人委員会は、設立当初の目的を
達成したものとし、今期限りで廃止
する。 

２ 各事業の実施にあたり計画段階か
ら市民の参加を求める。 

平成１２年度 

５ 広報にしおの発行 
（情報課） 

１ 印刷業者の選定方法を入札とする
等により経費の節減を図る。 

２ 発行回数については、現行どおり
月２回とする。 

平成１２年度 

６ 市民交通傷害保険 
（総務課） 

民間の保険制度に委ね、本事業は廃止
する。 

平成１３年度 

７ 敬老金、記念品の支給 
（福祉課） 

１ 支給対象者を数え年８５歳以上か
ら「節目年齢方式」に改める。 

２ 支給対象者は数え年８８歳と１０
０歳以上の者とする。 

平成１２年度 
（一部平成１１年
度実施） 

８ 無料人間ドック 
（保健センター） 

１ 人間ドック費用の３０％程度を本
人負担とすることが適当。 

２ 有料人間ドックの対象範囲、本人
負担額について、見直しを図る必要
がある。 

平成１２年度 

９ 看護専門学校の管理運
営 

（看護専門学校） 

参与は廃止する。 

平成１２年度 

備考 「現状と課題」、「効果」は、別添のとおり 

事務事業の見直しについて（その１）



事務事業見直し検討結果 №１ 

事 務 事 業 名 市役所職員駐車場      ＊予算 ２・１・１（一般管理費） 

担 当 課 総 務 課 

現 状 と 課 題 

 
１ 市役所に勤務する者のうち約５００人が自動車通勤である。 
  ＊駐車場利用者証発行数 市職員 396 人、水道・広域 79人 
   委託等 22人 
２ 職員の駐車場を確保するため、次のとおり借地している。 

区   分 面 積 借地料 駐車台数 
第 1（市役所南） 2,544 ㎡ ０ 241 台 
第 2（水道庁舎南） 2,328 ㎡ 5,762 千円 154 台 
第 3（郵便局前） 1,285 ㎡ 3,342 千円 48 台 
第 4（県税事務所） 1,359 ㎡ 3,433 千円 62 台 

合   計 7,516 ㎡ 12,537 千円 505 台 
３ 平成 10 年度実績   
   利用料収入 2,924,500 円 ＊利用料 月額 500 円 
   借地料   12,536,621 円 
   差 引  ▲9,612,121 円 
４ 課題 
 （１）職員駐車場を確保するため、多額の借地料を支出している 
 （２）自動車通勤を希望する職員全員について、駐車場を確保す

る必要はないと考えられる。なお、職員の負担は極めて低額
である。 

   ＊西三河各市、市内事業所の状況 
    通勤距離により利用制限をしている事例、職員の駐車場を

確保していない事例がある。 
 （３）来客駐車場（市役所北庭）が満車状態になるときがある。 

今 後 の 方 針 
１ 受益者負担の原則に基づき、駐車場利用料を適正な額に引き上
げる。 

２ 職員駐車場の利用制限の導入を検討する。 

実 施 時 期 平成１３年度 

効 果 
経費の節減  約 ６，７００千円 

＊第３、第４駐車場を廃止、又はこの借地料を
利用料で負担することとした場合。 

参 考 

 

 



事務事業見直し検討結果 №２ 

事 務 事 業 名 表彰式、合同竣工式の開催   ＊予算 ２・１・３（秘書費） 

担 当 課 人事秘書課 

現 状 と 課 題 

 
１ 毎年５月に全体町内会長会議と併せて開催している。 
２ 事務 
 （１）被表彰者について、３月に町内会長、官公署、学校長、新

聞社へ、４月に各部へ推薦を依頼し、４月下旬に表彰審査委
員会を開催し、被表彰者を決定する。 

 （２）竣工事業について、４月に各部へ３千万円以上の事業の報
告を依頼する。 

 （３）案内状の発送、式次第・パンフレットの作成など 
 （４）案内先 
   ア 来賓 県知事、国会議員、県議会議員、幡豆三町長等 
   イ 一般 町内会長、官公署代表、学校長、新聞社、竣工事

業関係者等 
３ 表彰の状況 

区   分 Ｈ１１年度 Ｈ１０年度 Ｈ９年度 
自治功労表彰 ３人 １人 ０人 
一 般 表 彰 １０人 １３人 ２８人 

４ 課題 
 （１）自治功労表彰の対象者がわずかな数となっている。 
 （２）大きな事業は、単独で竣工式を実施している。３千万円以

上の事業について竣工式を実施する意義は少ない。 
 （３）来賓、一般（町内会長以外）の参加者が少ない。 
 （４）町内会長から表彰式へ参加を求められることについて苦情

がある。 

今 後 の 方 針 
１ 表彰式は、文化体育賞と併せて１２月１５日の市制記念日に行
う。 

２ 合同竣工式は、廃止する。 

実 施 時 期 平成１２年度 

効 果 
１ 事務量の削減  事前準備 人事秘書課秘書係 

当日、受付等の事務 １０人×４時間 
２ 経費の節減   約 １２８千円 

参 考 

 

 



事務事業見直し検討結果 №３ 

事 務 事 業 名 市長交際費から職員慶弔費の支出  ＊予算 ２・１・３（秘書費） 

担 当 課 人事秘書課 

現 状 と 課 題 

 
１ 職員の弔事の場合、市長交際費から香料、供花等を支出している。 
２ 香典等の支出実績 

区 分 平成９年度 平成１０年度 
香 典  30 件 190,000 円  42 件 235,000 円 
献 花   2 件  42,525 円   3 件  36,750 円 

計  32 件 232,525 円  45 件 271,750 円 
３ 他市の状況 
 （１）市長交際費から職員へ香典等を支出 西尾市と豊田市のみ 
 （２）碧海５市は、平成１１年度から市長交際費からの支出を見直

している。 
・職員本人の場合のみ生花、枕花を交際費から支出する市があ
る。 
・互助会の対応 従来の弔慰金とは別に香典、生花を追加する。 
        弔慰金の一部を香典とする。 

４ 課題 
 （１）交際費は、行政執行のために必要な外部との交際上要する経

費である。 
   （市長が職員に対して慶弔等の場合に見舞等をするのは、外部とみるか内部

とみるか必ずしも明確でないが、慶弔等の見舞等は私的な社会関係であるこ
とから職員個人は外部とみることができ、交際費から香典等の支出は適法と
されている。） 

 （２）世論として市長交際費（税金）から支出することについて問
題視されている。 

今 後 の 方 針 
１ 職員本人の場合を除き、市長交際費から香典等の支出は止める。 
２ 勤務先から香典、生花等がなくなることの親族等の思いに配慮し、
互助会での対応を要望する。 

実 施 時 期 平成１２年度 

効 果  経費の節減  約 ２００千円 

参 考 

 職員間における慶弔の在り方について、次のとおり提言する。 
１ 訃報の連絡は、配偶者、父母子（配偶者の父母は同居している者）
までとする。 

２ 香典の額は個人の問題であるが、あつらえの場合は千円程度とし、
「香典返し」は受け取らない。 

３ 参列する場合は、別とする。 

 



事務事業見直し検討結果 №４ 

事 務 事 業 名 千人委員会運営事業      ＊予算 ２・１・４（広報広聴費） 

担 当 課 情 報 課 

現 状 と 課 題 

 
１ 各界各層の市民の参加を求め、その意見を取り入れ、まちづくり
をすすめるため、平成２年に発足、本年度で１０年目（第５期目）
にある。 

２ 委員会の概要 
 （１）委員の構成 一般公募 １１３人  第１期は６０２人 
 （２）委員会組織 ４委員会（まちづくり、こころづくり、しあわ

せづくり、ふるさとづくり） 
 （３）活動    委員会ごとに月１回土曜日に会議を開催、市外

視察（年１回）、市内視察（年数回）、講演会の開
催 

 （４）提言内容  総合福祉会館の建設、地区公民館の建設、ごみ
の分別収集、物流センターの設置、城祉公園周辺
の整備、ごみ焼却場の建設と余熱の有効利用、市
民農園の整備、ボランティア活動の育成支援、近
隣市町村との合併など 

３ 課題 
 （１）委員から次のような意見がある。 

・市政が身近なものとなり、市政への関心が高まった。 
・意見、提言も第１期から第４期で言い尽くした。後は実行し
て欲しい。 
・一部の委員が毎回同じ意見を言っている。他人の話に耳をか
さないことがある。 

 （２）期を追うごとに参加希望者は減少し、会議参加者が１０人以
下の場合が多い。 

 （３）まとめられた報告書は、市民総意の提言として位置付けるこ
とに疑問がある。 

 （４）５期１０年目で、マンネリ化の傾向にある。 

今 後 の 方 針 

１ 千人委員会は、設立当初の目的を達成したものとし、今季限りで
廃止する。 

２ 市民によるまちづくりグループなどへの支援体制を確立するとと
もに、各事業の実施にあたり計画段階から市民の参加を求める。 

実 施 時 期 平成１２年度 

効 果 
１ 経費の節減  １，８６３千円  ＊平成１１年度予算額 
２ 事務量の削減 事務局職員の時間外勤務 約１４４時間 

参 考 
 

 



事務事業見直し検討結果  №５ 

事 務 事 業 名 広報にしおの発行      ＊予算 ２・１・４（広報広聴費） 

担 当 課 情 報 課 

現 状 と 課 題 

 
１ 広報にしおの発行状況 

発行回数 基本ページ 印刷部数 印刷色 紙面等 そ の 他 
月２回 
1 日､16日 

1 日号 20P 
16 日号 10P 

30,150 2 色 Ａ4 判 
Ｒ100% 

1 日号 特集あり 
16 日号 お知らせ 

 
２ 平成１１年度予算  ４３，１３２千円 
３ 課題 
 （１）取材、編集、構成のため、広報担当者の時間外勤務は慢性的な状態に

ある。 
 （２）町内会長から配布の手間がかかり、発行は月１回で良いとの意見が寄

せられている。 
 （３）西三河八市に比較し、印刷費が高く、経費の節減を図る必要がある。 
 （４）印刷は、慣例により印刷業組合と随意契約により契約し、５社の輪番

制により行っている。 

今 後 の 方 針 

１ 次により経費の節減を図る。 
（１）印刷業者の選定方法は、指名競争入札とする。 
（２）１日号の特集、企画ものを、年４回から６回程度に縮小する。 
（３）カラー印刷を廃止する。また、お知らせ版は一色刷りとする。 

２ 発行回数については、現行どおり月２回とする。 
  月１回とした場合、経費の節減、担当職員と町内会長の負担軽減が図れる
と期待されるが、積極的に情報公開を進めようとする方針、また、市民への
タイムリーな情報提供に支障が生ずるおそれがある。市民によるまちづくり
グループなどへの支援体制を確立するとともに、各事業の実施にあたり計画
段階から市民の参加を求める。 

実 施 時 期 平成１２年度 

効 果 １ 経費の節減  １０，０００千円 

参 考 
 町内会長の負担軽減のため、代替策として「行政連絡員制度」の導入を検討
する。 
 （経費は、現行の町内会事務委託料の一部を充当） 

 



事務事業見直し検討結果 №６ 

事 務 事 業 名 市民交通傷害保険   ＊予算 ２・１・１１（市民交通災害対策費） 

担 当 課 総 務 課 

現 状 と 課 題 

 
１ 市民の交通安全意識の高揚と交通事故による損害を補てんするた
め、昭和４４年度から実施している。 

２ 制度の概要 
 （１）実施方法 損害保険方式（日動火災海上保険） 
 （２）保険料  ３６０円 １２歳以下及び７０歳以上の者は半額 
 （３）保険金  傷害等の程度により５千円から１００万円 
 （４）加入手続き 
   ア ４月に加入申込書を町内会経由で送付、取りまとめも町内

会に依頼 
     加入率 平成１０年度 ７１．４％ 
   イ 保険金の請求事務は、保険会社が扱っている。 
３ 平成１１年度予算額 一般財源 ４２６千円 
４ 課題 
 （１）民間の保険制度が、本事業実施当初に比べ充実している。 
 （２）保険の加入申込書を町内会経由で配布しているため、プライ

バシーの保護に問題があり、申込書を封書にする等の改善を行
う必要がある。 

 （３）保険料のとりまとめ等町内会の負担が大きい。 
 （４）金融機関から事務処理上の改善要望がある。 
 （５）少額保険のため保険対象となっても請求しない例がある。 

今 後 の 方 針  民間の保険制度に委ね、本事業は廃止する。 

実 施 時 期 平成１３年度 

効 果 
１ 経費の節減  ４２６千円  ＊平成１１年度予算（一般財源） 
２ 事務量の削減 職員１人の１月分 

参 考 

 

 



事務事業見直し検討結果 №７ 

事 務 事 業 名 敬老金、記念品の支給     ＊予算 ３・１・３（老人福祉費） 

担 当 課 福 祉 課 

現 状 と 課 題 

 
１ 長寿を祝い、敬老の日に次のとおり敬老金及び記念品を支給して
いる。 
区 分 対 象 者 金 額 等 対象人数 

敬 老 金 数え年８５歳～ ５千円 1,670 人 
 〃 ９０～９９歳 座布団（3,000 円）   650 人 記 念 品 
 〃 １００歳～ 毛布（14,000 円）   10 人 

２ 平成１１年度予算額  １０，５１８千円 
３ 課題 
 （１）敬老金については、バラまき行政の指摘がある。 
 （２）介護保険制度をはじめ高齢者福祉事業の質的充実を図る必要

がある。 
 （３）愛知県では、平成１１年度から「節目年齢方式」とした。 

今 後 の 方 針 
１ 敬老金及び記念品の支給対象者を数え８５歳以上から「節目年齢
方式」に改める。 

２ 支給対象者は数え年８８歳と１００歳以上の者とする。 

実 施 時 期 平成１２年度 （一部平成１１年度実施） 

効 果 

１ 経費の節減  ６，５７５千円 
         ＊数え年８８歳の者に敬老金１万円と座布団を、

１００歳以上の者に敬老金１万円と毛布を支給
した場合 

２ 事務量の削減 

参 考 

 敬老会について 
１ 各小学校区単位で開催される敬老会の費用として、委託料を支出
している。 

  ７５歳以上の者１人あたり １，３００円 
２ 主催者側の負担が大きい、出席率が悪いとの意見があり、敬老会
の在り方について見直す必要がある。 

 



事務事業見直し検討結果 №８ 

事 務 事 業 名 無料人間ドック       ＊予算 ４・１・５（成人病対策費） 

担 当 課 保健センター 

現 状 と 課 題 

 
１ 健康管理の自覚を促し、病気の早期発見、早期治療を行い、医療
費の削減を図ることを目的に昭和５３年度から実施している。 

２ 制度の概要 
区 分 対 象 者 費 用 本人負担額 
無 料 ４０歳の男女 21,401 円 無 料 
有 料 ４１歳以上の男女 21,926 円 10,000 円 

３ 受信率 
  平成１０年度 対象者 1,187 人、受診者 530 人 
         受信率 44.7％ 
４ 平成１１年度予算額 一般財源 ９，８８９千円 
５ 課題 
 （１）西三河各市で無料の人間ドックを実施している市は西尾市の

みである。ただし、有料の場合の本人負担額は各市まちまちで
ある。 

 （２）有料人間ドックの充実を図る必要がある。 
 （３）４０歳の者のみ無料で人間ドックを実施する合理的な理由が

少ない。 
 （４）各事業所において、従業の健康診断が実施されている。 

今 後 の 方 針 

１ 受益者負担原則により、人間ドック費用の３０％程度を本人負担
とすることが適当である。 

２ 併せて有料人間ドックの対象範囲、本人負担額について、見直し
を図る必要がある。 

実 施 時 期 平成１２年度 

効 果 
１ 経費の節減  約３，９００千円 
         ＊人間ドック費用の３０％程度を本人負担とした

場合 

参 考 

 
１ 経費節減額を有料人間ドックの充実に係る費用に充当することが
可能となる。 

 



事務事業見直し検討結果 №９ 

事 務 事 業 名 看護専門学校の管理運営   ＊予算 ４・１・７（看護専門学校費） 

担 当 課 看護専門学校総務課 

現 状 と 課 題 

 
１ 西尾市立看護専門学校は、平成８年４月に開校し、平成１１年３月
に初の卒業生を送り出している。 

２ 開校後の学校の管理運営と学生の就職斡旋のため参与（嘱託職員）
１名を置いている。 

  ＊総務課 職員数 正規職員 ４人、嘱託職員 １人 
３ 課題 
  開校後、４年目であり、管理運営上、参与を置く必要性が薄れてい
る。 

今 後 の 方 針  看護専門学校の参与は廃止する。 

実 施 時 期 平成１２年度 

効 果 １ 経費の節減  約３，３６４千円  ＊平成１１年度予算額 

参 考 

 
１ 看護専門学校の管理運営費は、平成１１年度予算で１６２，８０５
千円が計上されている。 

２ 看護専門学校については、学校法人などの民間による運営、又は広
域による運営を考える必要がある。 

 


